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総合計画の構成と期間

計画の構成
　第 8 次大和市総合計画は、大和市の将来都市像とそれを実現するための長期的な考え方

を示す基本構想、これに基づいて施策の方向を示す基本計画、さらには、具体的な事業を

盛り込んだ実施計画の 3 層構造で構成します。

計画の期間
　社会の変化に迅速、かつ柔軟に対応していくためには、総合計画はできるだけ現実性の

ある期間を設定することが必要であるため、基本構想の期間は 10 年、基本計画は 5 年とし

ています。

　実施計画の期間は 3 年とし、毎年見直しを行います。

基本構想
本市の将来都市像とそれを
実現するための長期的な考
え方などを示します。

実施計画
めざす成果を達成するための
施策の展開と具体的な事業を
示します。

基本計画
基本構想に掲げた目標を
実 現 す る た め の 個 別 の
目 標やめざす成果などを
示します。


